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令和８年度
岡山市の特別支援教育に関する
就学について

令和９年度就学予定のお子様を対象に
作成した内容です



就学の流れ
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令和８年度 岡山市の就学について

１ 学校見学

２ 教育相談

３ 就学の希望について

４ 学びの場の決定

就学相談の流れ



令和８年度 岡山市の就学について

１ 学校見学

特別支援学級の見学

通常の学級の見学

特別支援学校の見学

通級指導教室の見学

〇参観日やオープンスクール等を利用して見学する。
※ 日程は学校ごとに異なる。各校のＨＰを見たり、問い合わせたりし

て、各自で確認することが必要。

○個別に学校に問い合わせ、日程調整をして見学する。（教頭・特別支援
教育コーディネーター等が対応）

○就学希望校、就学予定校、居住学区の学校、転居予定がある場合は転居
先の学校などを幅広く見学をするとよい。

○見学や相談をしたら、その学校への就学が決定するということではない。
※こどもも一緒に見学し、その様子も学びの場の選択に生かす。

【見学のポイント】
・ どのような環境で過ごしているか。
・ どんな学習をしているか。
・ どのような支援が行われているか・・・等。



令和８年度 岡山市の就学について

２ 教育相談

特別支援学級の見学・相談

通常の学級の見学

【相談のポイント】（こどもも一緒に見学するのがよい。）

・ 就学前の園での集団活動での様子や友だちとの関わり、気になっている行動等

について伝える。

・ 学級でどのような支援や配慮が行われるか。学習内容や交流及び共同学習等に

ついて聞く。

・ 義務教育終了後のこどもの姿や進路をイメージして相談する。

・教育相談を、管理職、特別支援教育コーディネーター等と行う。
・年長（５歳児クラス）や小学校・義務教育学校第６学年の６月まで
に、希望する学校に電話で申し込む。

・８月中に必ず教育相談を受ける。
・特別支援学級、通常の学級の両方の支援体制について確認をする。

重要

※１学期末までならば、学習の様子を見学できる可能性があります。



令和８年度 岡山市の就学について

２ 教育相談

【相談のポイント】（こどもも一緒に相談にいくのがよい。）

・ こどもの障害の状態や、気になっている行動等について伝える。

・ 特別支援学校でどのような支援や配慮が行われるか。学習内容や環境づくりに

ついて聞く。

・ 義務教育終了後のこどもの姿や進路をイメージして相談する。

・特別支援学校の指導の対象について十分に理解を深める。
・学校公開や教育相談会などを通じて、必ず教育相談を受ける。
・居住地の学校の見学や教育相談も必ず行っておく。

重要
特別支援学校の見学・相談



令和８年度 岡山市の就学について

２ 教育相談

【相談のポイント】

・通級指導教室の指導内容や指導の方法

・通級指導教室と在籍校（学級）の連携

・通級指導教室への通室の時刻や方法、利用の仕方 等

・在籍校園、就学予定校と相談を行った後、通級指導教室に教育相談
を申し込む。
・８月中旬までに、通級指導教室での教育相談を必ず行う。
・就学予定校に通級指導教室が設置されている場合、一度教育相談が
済んでいれば、改めて通級指導についての教育相談は不要。

重要
通級指導教室の見学・相談



令和８年度 岡山市の就学について

２ 教育相談

〇いずれの学校や学級においても必要な支援を具体的に相談することが重要。
例）
・ 個別の状況に応じた不安解消のために必要な配慮
・ 予定の示し方や見通しのための視覚支援や声かけ等
・ 車椅子使用に対応するトイレやスロープ、経路等
・ 補聴器やＦＭマイクを使用する場合の座席の位置や使用方法、留意点等

〇就学予定校と可能な限り個別の具体的な支援について相談し、学びの場を柔
軟に検討する。

特別支援学級の見学

通常の学級の見学

特別支援学校の見学

通級指導教室の見学

重要



令和８年度 岡山市の就学について

３ 就学の希望について

特別支援学校の場合

特別支援学級の場合

令和９年度入学児についての在籍校園等から教育委員会へ提出する書類の〆切は、令和８年１０月１日（木）
必着。
※在籍校園が、保護者が用意する必要書類（診断書の写しや発達検査の写し等）についても、添付されている
ことを確認して教育委員会へ提出するため、保護者は早めの準備や提出が必要。

【保護者】
①希望する学びの場を在籍校園と就学予定校に伝える。
②必要な書類を在籍校園に提出する。

【在籍校園】
○就学相談票を作成する。

重要



令和８年度 岡山市の就学について

３ 就学の希望について

通級指導教室の場合

令和９年度入学児についての在籍校園等から教育委員会へ提出する書類の〆切は、令和８年１０月１日（木）
必着です。
※在籍校園が、保護者が用意する必要書類（診断書の写しや発達検査の写し等）についても、添付されている
ことを確認して教育委員会へ提出するため、保護者は早めの準備や提出が必要。

重要

【保護者】

①通常の学級に在籍し、通級指導教室への入室を希望することを

在籍校園と就学予定校に伝える。

②必要な書類を在籍校園に提出する。

【在籍校園】

○就学相談票を作成する。



令和８年度 岡山市の就学について

４ 学びの場の決定について

・「岡山市こどもの就学にかかる意見聴取の会」、「岡山市就学に関する会議」を開催し、
教育委員会が適切な就学先を決定する。

・就学先の決定にあたっては、保護者及び教育学、医学、心理学等の専門的知識のある方の
意見を聴き、地域や学校の状況、支援すべき内容、本人の意見等を総合的に考慮して決定
する。

・保護者、在籍園、学校の希望どおりとならない場合もある。

＊参考：学校教育法施行令第１８条の２

重要

特別支援学級

通常の学級

特別支援学校

通級指導教室

いずれの学びの場になっても、具体的なこどもの支援ニーズを中心に
おいて、必要な手立てや環境づくりの相談をしていくことが大切。



令和８年度 岡山市の就学について

４ 学びの場の決定について

・保護者には、1月末までに就学予定校の決定通知が届く。（学校名のみ。学級種別の記入はない。）

・特別支援学級の入級については、在籍校園、就学予定校へ1月末までに通知が届く予定。

・保護者は、令和９年１月２５日～２９日までの間に就学予定校へ、結果を電話で問い合わせる。

特別支援学校の決定に関する通知

・保護者には、岡山県から、1月末頃就学予定校の通知が届く。

特別支援学級の決定に関する通知

重要

通級指導教室の入室に関する通知

・保護者には、1月末までに就学予定校の決定通知が届く。（学校名のみ。学級種別の記入はない。）
・令和９年3月８日～１２日までの間に保護者が就学予定校へ、結果を電話で問い合わせる。
・通級による指導が適切であると判断されても、すぐに指導を開始できない場合もある。

重要


